
１．根拠・目的
○ 「ＷＴＯの政府調達に関する協定（以下「政府調達協定」という。）に係る調達に参加する外国企業については、

関係法令に基づく認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認をもって、ワーク・ライフ・バランス等

推進企業に準じて取り扱うものとする。」（「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」

（平成28年３月22日内閣府特命担当大臣（男女共同参画）決定）（抄））

○ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱（平成28年９月26日内閣府男女共同

参画局長決定）に基づき、外国法人について認定制度の要件相当の基準を満たす確認を行うこととし、政府調達

協定その他の国際約束の対象となる事業（以下「ＷＴＯ対象事業」という。）において、ワーク・ライフ・バランス

等推進企業の加点評価を行う際に、確認を受けた外国法人について、国内法人と同等の加点評価を行う。

⇒ ＷＴＯ対象事業において、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を加点評価する取組が可能。

２．確認の対象となる認定等

(1)  女性活躍推進法に基づく認定

（えるぼし認定（労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。）・プラチナえるぼし認定）

(2)  次世代法に基づく認定（くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定）

(3)  若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定）

(4)  女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定（常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。）

女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領に

基づくワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認について
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３．確認体制等

流れ

外国法人
内閣府

男女共同参画局

推進課②確認通知(確認書等

交付)・非該当通知

①確認申請 厚生労働省
雇用機会均等課
職業生活両立課

若年者・キャリア形成
支援担当参事官室

情報提供等の

協力

国内企業

▶ 各都道府県労働局

雇用環境・均等部（室）

▶ ハローワーク

①認定申請

②認定通知(認定証等交付)

・不認定通知

(参考) 国内法人の場合

(1) 体制

(2) 確認事務取扱の考え方

・外国法人の認定等相当の確認基準等は、各認定制度の基準等を準用。

・外国法人の本社所在国における制度等を勘案する必要がある場合、日本法人との均衡及び内外無差別の

観点から、原則日本法人に適用されている要件の水準によるものとし、当該外国法人の状況を踏まえ、日本

法人が満たすべき基準と同等の基準を満たしているものを確認。
（例：法定労働時間が日本と異なる場合、総労働時間から日本の法定労働時間の相当を差し引いて算出。 等）

・対象外国法人の外国に所在する本社機能を有する事務所及び日本国内の事業所を対象。

(3) 開始時期
・ 平成28年10月１日から外国法人のワーク・ライフ・バランス等認定等相当確認事務を開始。
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